
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
整
備
課
）　

　

五

〇
県
道
の
路
線
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

五

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
出
願
（
二
件
） 

（
河　

川　

課
）　

　

五

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

一
〇

〇
都
市
計
画
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

〇
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧 

（　
　

同　
　

）　

一
〇

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
一

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
不
在
者
投
票
を
管
理
す
べ
き
施
設
の
指
定
等
に
つ
い
て 

一
一

〇
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹

　

放
送
事
業
者
及
び
政
見
放
送
の
回
数 

一
一

 
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
の
制
限 

一
一

〇
流
し
網
漁
業
等
の
制
限 

一
六

〇
仙
台
湾
に
お
け
る
水
産
動
植
物
の
保
護
区
域
の
設
定
に
関
す
る
制
限 

一
九

〇
漁
業
法
第
十
一
条
第
四
項
に
基
づ
く
公
聴
会
の
開
催 

一
九

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
一
三
三

〇
四
一
〇
二
〇
〇
一
四
一

〇
四
一
〇
二
〇
〇
一
五
八

〇
四
一
〇
二
〇
〇
一
六
六

〇
四
一
〇
二
〇
〇
一
七
四

〇
四
一
〇
三
〇
〇
〇
八
一

〇
四
一
一
四
〇
〇
〇
七
〇

〇
四
七
〇
五
〇
〇
一
〇
二

〇
四
一
〇
二
〇
〇
一
二
五

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

石
巻
市
社
協
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
セ
ン
タ
ー
北
上

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜

字
吉
浜
二
百
六
十
六
番

地石
巻
市
社
協
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
セ
ン
タ
ー
河
北

石
巻
市
小
船
越
字
山
畑

四
百
十
七
番
五
十
四
号

石
巻
市
社
協
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
セ
ン
タ
ー
河
南

桃
生
石
巻
市
前
谷
地
字
黒
沢

前
三
十
五
番
地

石
巻
市
社
協
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
セ
ン
タ
ー
雄
勝

石
巻
市
雄
勝
町
小
島
字

和
田
百
二
十
三
番
地

石
巻
市
社
協
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
セ
ン
タ
ー

石
巻
市
中
央
二
丁
目
四

番
二
十
号

塩
釜
市
社
会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

塩
竈
市
北
浜
四
丁
目
六

番
五
十
二
号

社
会
福
祉
法
人　

東
松

島
市
社
会
福
祉
協
議
会

東
松
島
市
小
松
字
上
浮

足
二
百
五
十
二
番
三
号

ハ
ッ
ク
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

気
仙
沼
市
魚
市
場
前
一

番
一
号

ぱ
ん
ぷ
き
ん
介
護
セ
ン

タ
ー　

ウ
ェ
ル
キ
ャ
ブ

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

石
巻
市
丸
井
戸
三
丁
目

三
番
八
号

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

居
宅
介
護

居
宅
介
護

居
宅
介
護

居
宅
介
護

居
宅
介
護

居
宅
介
護

居
宅
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

石
巻
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

石
巻
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

石
巻
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

石
巻
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

石
巻
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

塩
釜
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

東
松
島
市
社
会

福
祉
協
議
会

株
式
会
社
ハ
ッ

ク有
限
会
社
ピ 

ー
・
エ
ィ
チ
・

エ
ス

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日
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〇
四
一
〇
七
〇
〇
〇
九
〇

〇
四
一
〇
七
〇
〇
一
〇
八

〇
四
一
〇
七
〇
〇
一
二
四

〇
四
一
一
一
〇
〇
〇
五
〇

〇
四
一
一
一
〇
〇
〇
六
八

〇
四
一
一
二
〇
〇
〇
九
〇

〇
四
一
一
二
〇
〇
一
四
〇

〇
四
一
一
三
〇
〇
〇
九
八

〇
四
一
一
三
〇
〇
一
三
〇

〇
四
一
一
四
〇
〇
〇
八
八

〇
四
一
一
四
〇
〇
一
四
六

〇
四
一
一
五
〇
〇
〇
九
三

坂
十
番
一
号

有
限
会
社
よ
つ
ば
介
護

サ
ー
ビ
ス

名
取
市
大
手
町
五
丁
目

十
番
地
の
五
ア
ー
バ
ン

ホ
ー
ム
大
手
Ａ
棟
一
〇

二
号
室

バ
イ
タ
ル
ケ
ア
名
取

名
取
市
下
余
田
字
鹿
島

十
番
地

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

た
て
こ
し

名
取
市
植
松
四
丁
目
十

七
番
十
二
号

デ
イ
ケ
ア
桜
有
限
会
社

岩
沼
市
桜
二
丁
目
三
番

三
十
九
号

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

岩
沼
岩
沼
市
中
央
一
丁
目
五

番
三
十
四
号

有
限
会
社
は
さ
ま
看
護

婦
・
家
政
婦
紹
介
所

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中

江
二
丁
目
二
十
一
番
地

登
米
市
社
協
米
山
訪
問

介
護
事
業
所

登
米
市
米
山
町
西
野
字

古
舘
廻
八
番
地

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市

社
会
福
祉
協
議
会　

栗

原
市
社
協
居
宅
介
護
事

業
所
栗
原
市
築
館
薬
師
三
丁

目
六
番
二
号

Ｊ
Ａ
栗
っ
こ
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
相
談
セ
ン
タ
ー

栗
原
市
金
成
沢
辺
木
戸

口
五
十
番
地

社
会
福
祉
法
人
慶
和
会

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
花
い
ち
も
ん
め

東
松
島
市
赤
井
字
七
反

谷
地
七
十
三
番
地
の
二

鳴
瀬
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

東
松
島
市
牛
網
字
駅
前

二
丁
目
二
十
九
番
十
号

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

協
会

有
限
会
社
よ
つ

ば
介
護
サ
ー
ビ

ス株
式
会
社
バ
イ

タ
ル
ケ
ア

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

デ
イ
ケ
ア
桜
有

限
会
社

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

有
限
会
社
は
さ

ま
看
護
婦
・
家

政
婦
紹
介
所

社
会
福
祉
法
人

登
米
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

栗
原
市
社
会
福

祉
協
議
会

栗
っ
こ
農
業
協

同
組
合

社
会
福
祉
法
人

慶
和
会

社
会
福
祉
法
人

や
す
ら
ぎ
会

社
会
福
祉
法
人

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

〇
四
一
〇
二
〇
〇
一
八
二

〇
四
一
〇
二
〇
〇
二
三
二

〇
四
一
〇
二
〇
〇
二
九
九

〇
四
一
〇
二
〇
〇
三
八
〇

〇
四
一
〇
三
〇
〇
〇
五
七

〇
四
一
〇
三
〇
〇
〇
六
五

〇
四
一
〇
三
〇
〇
一
〇
七

〇
四
一
〇
六
〇
〇
〇
八
四

〇
四
一
〇
六
〇
〇
一
〇
〇

〇
四
一
〇
七
〇
〇
〇
五
八

〇
四
一
〇
七
〇
〇
〇
六
六

〇
四
一
〇
七
〇
〇
〇
八
二

ぱ
ん
ぷ
き
ん
介
護
セ
ン

タ
ー　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ 

ー
シ
ョ
ン
ぱ
ん
ぷ
き
ん

石
巻
市
蛇
田
字
新
金
沼

三
百
六
十
三
番
地

医
療
法
人
社
団　

健
育

会
ひ
ま
わ
り
在
宅
ケ
ア

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

石
巻
市
開
成
一
番
三
十

五
号

こ
〜
ぷ
の
お
家
い
し
の

ま
き
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

石
巻
市
向
陽
町
三
丁
目

二
十
六
番
一
号

せ
ん
だ
ん
の
杜
も
の
う

訪
問
介
護
事
業
所

石
巻
市
桃
生
町
中
津
山

字
八
木
四
十
六
番
三
号

ま
ご
こ
ろ
塩
釜

塩
竈
市
袖
野
田
町
三
十

九
番
二
号

ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
・
ワ

タ
ナ
ベ

塩
竈
市
旭
町
十
七
番
七

－

二
百
一
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
塩
釜

塩
竈
市
旭
町
十
八
番
十

三
号

株
式
会
社
ほ
ほ
え
み
の

里白
石
市
白
川
小
奥
字
表

前
六
十
八
番
地

社
会
福
祉
法
人
白
石
市

社
会
福
祉
協
議
会　

指

定
居
宅
介
護
事
業
所

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
茶

園
六
十
二
番
地
の
一

在
宅
介
護
支
援
事
業
所

爽
秋
会
み
の
り

名
取
市
植
松
一
丁
目
一

番
二
十
四
号

有
限
会
社
東
北
福
祉
サ 

ー
ビ
ス

名
取
市
大
手
町
五
丁
目

十
二
番
地
の
五

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
と
り
ホ 

ー
ム
ヘ
ル
プ
協
会

名
取
市
高
舘
吉
田
字
真

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

ぱ
ん
ぷ
き
ん
株

式
会
社

医
療
法
人
社
団

健
育
会

社
会
福
祉
法
人

こ
ー
ぷ
福
祉
会

社
会
福
祉
法
人

東
北
福
祉
協
会

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ま
ご
こ

ろ
サ
ー
ビ
ス
塩

竈
セ
ン
タ
ー

株
式
会
社
ケ

ア
・
サ
ー
ビ
ス
・

ワ
タ
ナ
ベ

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

株
式
会
社
ほ
ほ

え
み
の
里

社
会
福
祉
法
人

白
石
市
社
会
福

祉
協
議
会

株
式
会
社
爽
秋

会
メ
デ
ィ
カ
ル

ア
ン
ド
ケ
ア
サ

ポ
ー
ト

有
限
会
社
東
北

福
祉
サ
ー
ビ
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人
な
と
り

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日
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〇
四
一
一
五
〇
〇
一
〇
一

〇
四
一
一
五
〇
〇
一
一
九

〇
四
一
一
五
〇
〇
一
二
七

〇
四
一
一
五
〇
〇
一
三
五

〇
四
一
一
五
〇
〇
一
五
〇

〇
四
一
一
五
〇
〇
一
六
八

〇
四
一
一
五
〇
〇
一
七
六

〇
四
一
一
五
〇
〇
一
九
二

〇
四
一
二
一
〇
〇
〇
一
八

〇
四
一
二
一
〇
〇
〇
二
六

会　

鳴
子
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
末

沢
一
番
地

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議

会　

古
川
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

大
崎
市
古
川
北
稲
葉
二

丁
目
二
番
十
号

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議

会　

鹿
島
台
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字

上
敷
十
九
番
七
号

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議

会　

松
山
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

大
崎
市
松
山
千
石
字
広

田
十
一
番
地

大
崎
市
社
会
福
祉
協
議

会　

岩
出
山
あ
っ
た
か

村
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ 

ョ
ン
大
崎
市
岩
出
山
字
下
川

原
町
百
番
八
号

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
古
川

大
崎
市
古
川
字
上
古
川

百
四
十
五
番
地

福
祉
施
設　

百
才
館　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
え
い
ら
く

大
崎
市
三
本
木
字
大
豆

坂
二
十
四
番
地
の
三

プ
ロ
ン
プ
タ
ー
甲
斐
有

限
会
社

大
崎
市
古
川
飯
川
字
要

害
六
百
四
十
九
番
地

ス
キ
ッ
プ
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス

大
崎
市
田
尻
通
木
字
中

崎
東
十
番
地
一

七
ヶ
宿
町
高
齢
者
生
活

福
祉
セ
ン
タ
ー

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
字
関

百
八
十
四
番
地

社
会
福
祉
法
人
蔵
王
町

社
会
福
祉
協
議
会

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円

田
字
愛
宕
前
二
十
九
番

地

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

大
崎
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

大
崎
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

大
崎
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

大
崎
市
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

大
崎
市
社
会
福

祉
協
議
会

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

社
会
福
祉
法
人

永
楽
会

プ
ロ
ン
プ
タ
ー

甲
斐
有
限
会
社

社
会
福
祉
法
人

田
尻
福
祉
会

社
会
福
祉
法
人

七
ヶ
宿
町
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

蔵
王
町
社
会
福

祉
協
議
会

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

〇
四
一
二
二
〇
〇
〇
六
五

〇
四
一
二
二
〇
〇
〇
九
九

〇
四
一
二
二
〇
〇
一
一
五

〇
四
一
二
二
〇
〇
一
三
一

〇
四
一
二
三
〇
〇
〇
一
四

〇
四
一
二
四
〇
〇
〇
六
一

〇
四
一
二
六
〇
〇
〇
三
三

〇
四
一
二
六
〇
〇
〇
四
一

〇
四
一
二
七
〇
〇
〇
九
八

〇
四
一
二
八
〇
〇
〇
二
一

〇
四
一
二
八
〇
〇
〇
三
九

特
定
非
営
利
活
動
法
人

友
愛
さ
く
ら
訪
問
介
護

事
業
所

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東

三
丁
目
一
番
六
号

指
定
居
宅
介
護
事
業
所

ほ
っ
と
あ
い

柴
田
郡
大
河
原
町
字
町

二
百
七
十
九
番
の
一

社
会
福
祉
法
人
川
崎
町

社
会
福
祉
協
議
会

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前

川
字
北
原
二
十
三
番
地

一社
会
福
祉
法
人
村
田
町

社
会
福
祉
協
議
会

柴
田
郡
村
田
町
大
字
村

田
字
大
槻
下
六
番
地

ツ
ク
イ
丸
森

伊
具
郡
丸
森
町
字
町
西

三
十
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
亘
理
町

社
会
福
祉
協
議
会
居
宅

介
護
事
業
所

亘
理
郡
亘
理
町
字
旧
舘

六
十
番
地
七

は
ま
ぎ
く
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
境
山

二
丁
目
三
番
八
号

松
島
町
社
協
指
定
障
害

者
自
立
支
援
訪
問
介
護

事
業
所

宮
城
郡
松
島
町
根
廻
字

上
山
王
六
番
地
の
二
十

七ツ
ク
イ
大
和

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字

天
皇
寺
七
十
八
番
地

社
会
福
祉
法
人
加
美
町

社
会
福
祉
協
議
会
中
新

田
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ 

ョ
ン
加
美
郡
加
美
町
字
町
裏

三
百
二
十
番
地

加
美
町
社
協
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

加
美
郡
加
美
町
字
北
寺

宿
四
十
一
番
地
三

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

特
定
非
営
利
活

動
法
人
友
愛
さ

く
ら

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ほ
っ
と

あ
い

社
会
福
祉
法
人

川
崎
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

村
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

株
式
会
社
ツ
ク

イ社
会
福
祉
法
人

亘
理
町
社
会
福

祉
協
議
会

は
ま
ぎ
く
介
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

有
限
会
社

社
会
福
祉
法
人

松
島
町
社
会
福

祉
協
議
会

株
式
会
社
ツ
ク

イ社
会
福
祉
法
人

加
美
町
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

加
美
町
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日
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〇
四
一
〇
八
〇
〇
〇
四
九

〇
四
一
一
二
〇
〇
一
〇
八

〇
四
一
一
二
〇
〇
一
一
六

〇
四
一
一
二
〇
〇
一
二
四

〇
四
一
一
二
〇
〇
二
二
三

〇
四
一
二
四
〇
〇
〇
七
九

〇
四
一
二
六
〇
〇
〇
二
五

〇
四
一
二
八
〇
〇
〇
一
三

〇
四
一
〇
三
〇
〇
一
一
五

〇
四
一
〇
九
〇
〇
〇
二
一

〇
四
一
二
六
〇
〇
〇
七
四

プ
ラ
イ
ム
居
宅
介
護
事

業
所
角
田
市
角
田
字
柳
町
三

十
五
番
地
の
一

株
式
会
社
宮
城
登
米
広

域
介
護
サ
ー
ビ
ス

登
米
市
迫
町
佐
沼
字

光
ヶ
丘
百
四
十
番
地
の

二広
域
介
護
サ
ー
ビ
ス
登

米登
米
市
登
米
町
寺
池
前

舟
橋
四
十
九
番
地

広
域
介
護
サ
ー
ビ
ス
東

和登
米
市
東
和
町
錦
織
字

大
町
八
番
地
の
一

恵
泉
会
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
江

合
三
丁
目
十
六
番
地
の

二社
会
福
祉
法
人
山
元
町

社
会
福
祉
協
議
会　

指

定
訪
問
介
護
事
業
所

亘
理
郡
山
元
町
浅
生
原

字
作
田
山
三
十
二
番
地

多
機
能
サ
ポ
ー
ト
ラ
ン

ド　

さ
わ
お
と
の
森

宮
城
郡
利
府
町
澤
乙
字

欠
下
東
十
八
番
二
号

社
会
福
祉
法
人　

色
麻

町
社
会
福
祉
協
議
会　

指
定
訪
問
介
護
事
業
所

加
美
郡
色
麻
町
四
釜
字

杉
成
二
十
七
番
地
の
二

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協

会
し
お
か
ぜ
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

塩
竈
市
字
庚
塚
一
番
三

号社
会
福
祉
法
人
多
賀
城

市
社
会
福
祉
協
議
会

多
賀
城
市
中
央
二
丁
目

一
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
利
府
町

社
会
福
祉
協
議
会　

指

定
訪
問
介
護
事
業
所

宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字

名
古
曽
十
二
番
地
の
二

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

医
療
法
人
社
団

良
仁
会
ウ
ィ
メ

ン
ズ
ク
リ
ニ
ッ

ク
金
上

株
式
会
社
宮
城

登
米
広
域
介
護

サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
宮
城

登
米
広
域
介
護

サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
宮
城

登
米
広
域
介
護

サ
ー
ビ
ス

社
会
福
祉
法
人

恵
泉
会

社
会
福
祉
法
人

山
元
町
社
会
福

祉
協
議
会

特
定
非
営
利
活

動
法
人
さ
わ
お

と
の
森

社
会
福
祉
法
人

色
麻
町
社
会
福

祉
協
議
会

財
団
法
人
宮
城

厚
生
協
会

社
会
福
祉
法
人

多
賀
城
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

利
府
町
社
会
福

祉
協
議
会

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

〇
四
一
三
一
〇
〇
〇
三
三

〇
四
一
三
一
〇
〇
〇
五
八

〇
四
一
三
五
〇
〇
〇
二
六

〇
四
一
三
六
〇
〇
〇
二
四

〇
四
一
一
五
〇
〇
三
三
三

〇
四
一
〇
九
〇
〇
〇
三
九

〇
四
一
〇
二
〇
〇
二
二
四

〇
四
一
〇
六
〇
〇
一
一
八

〇
四
一
〇
七
〇
〇
〇
七
四

〇
四
一
〇
七
〇
〇
一
六
六

〇
四
一
〇
七
〇
〇
一
五
七

ゆ
う
ら
い
ふ
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ
ス

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷
字

新
下
町
浦
百
九
十
二
番

地Ｊ
Ａ
み
ど
り
の
ふ
れ
愛

福
祉
セ
ン
タ
ー
小
牛
田

遠
田
郡
美
里
町
中
埣
字

夘
時
三
番
一
号

ぱ
ん
ぷ
き
ん
介
護
セ
ン

タ
ー　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ 

ー
シ
ョ
ン
女
川

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜

字
新
田
十
四
番
地

南
三
陸
町
ヘ
ル
パ
ー
セ

ン
タ
ー
ま
ご
こ
ろ

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津

川
字
廻
館
九
十
七
番
地

財
団
法
人　

宮
城
厚
生

協
会
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
あ
ゆ
み

大
崎
市
古
川
駅
東
二
丁

目
十
二
番
十
八
号

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協

会
つ
く
し
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

多
賀
城
市
笠
神
一
丁
目

八
番
二
十
八
号

居
宅
介
護
事
業
所　

ヘ

ル
プ
グ
ル
ー
プ�
Ｋ
Ａ

Ｉ�石
巻
市
向
陽
町
三
丁
目

十
番
七
号

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン　

ぽ
か
ぽ
か

白
石
市
東
町
二
丁
目
二

番
三
十
三
号

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
ほ
っ
と
な
と
り

名
取
市
増
田
字
柳
田
八

十
番
地

リ
ー
ベ
ン
介
護
セ
ン
タ

ー名
取
市
高
舘
吉
田
字
東

内
舘
三
十
七
番
地
の
三

ベ
ス
ト
ケ
ア
有
限
会
社

名
取
市
名
取
が
丘
六
丁

目
四
番
十
号

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

社
会
福
祉
法
人

涌
谷
町
社
会
福

祉
協
議
会

み
ど
り
の
農
業

協
同
組
合

ぱ
ん
ぷ
き
ん
株

式
会
社

社
会
福
祉
法
人

南
三
陸
町
社
会

福
祉
協
議
会

財
団
法
人
宮
城

厚
生
協
会

財
団
法
人
宮
城

厚
生
協
会

社
会
福
祉
法
人

石
巻
祥
心
会

社
会
福
祉
法
人

白
石
陽
光
園

社
会
福
祉
法
人

名
取
市
社
会
福

祉
協
議
会

株
式
会
社
リ
ー

ベ
ン

ベ
ス
ト
ケ
ア
有

限
会
社

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
杭
ヶ
浦
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二

第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

栗
原
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
県
道
の
路
線
を
変

更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
に
お
い
て
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
免
許
出
願
が
あ
っ

た
。

　

な
お
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
願
書
及
び
関
係
図
書
の
縦
覧
は
、
宮
城
県
土
木
部
河
川
課
及
び
宮
城
県

東
部
土
木
事
務
所
で
行
う
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

出
願
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
二
日

二　

出
願
人
の
名
称

　
　

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
東
北
工
事
事
務
所
長　

井
上　

晋
一

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　
�
　

位
置

　
　
　
　

東
松
島
市
大
塚
字
東
三
十
九
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　

次
に
掲
げ
る�
点
か
ら�
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び�
点
か
ら�
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
　

基
点　

二
級
基
準
点
北
緯
三
八
度
二
二
分
四
四
・
五
三
三
五
秒
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
五
四
・
〇
一
〇
六
秒

の
地
点

　
　
　
　
�
点　

基
点
か
ら　

一
五
七
度
〇
三
分
三
一
秒　

一
〇
〇
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
四
一
秒　
　
　

四
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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〇
四
一
二
八
〇
〇
〇
四
七

〇
四
一
〇
二
〇
〇
四
六
三

〇
四
一
〇
九
〇
〇
一
六
一

財
団
法
人　

宮
城
厚
生

協
会
な
か
に
い
だ
さ
つ

き
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ 

ョ
ン
加
美
郡
加
美
町
字
矢
越

三
百
四
十
五
番
地

セ
ン
ト
ケ
ア
石
巻
東

石
巻
市
垂
水
町
一
丁
目

六
番
六
号

こ
こ
み
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ 

ー
シ
ョ
ン
城
南

多
賀
城
市
城
南
二
丁
目

十
五
番
十
七
号

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

同
行
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

財
団
法
人
宮
城

厚
生
協
会

セ
ン
ト
ケ
ア
宮

城
株
式
会
社

株
式
会
社
こ
こ

み
ケ
ア

平
成
二
十
四
年

十
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
四
年

十
一
月
一
日

整
理
番
号

二
一
八

旧
新
別

旧新

路　
　

線　
　

名

大
島
浪
板
線

大
島
浪
板
線

起　
　
　
　
　

点

終　
　
　
　
　

点

気
仙
沼
市
大
島

気
仙
沼
市
浪
板

気
仙
沼
市
大
島

気
仙
沼
市
東
八
幡
前

重
要
な
経
過
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
〇
七
度
二
六
分
三
八
秒　
　
　

〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
四
分
三
七
秒　
　
　

六
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
三
七
分
四
六
秒　
　
　

八
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
五
七
分
五
〇
秒　
　
　

〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
二
分
〇
八
秒　
　
　

七
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
三
八
分
〇
五
秒　
　
　

七
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
一
八
分
四
二
秒　
　
　

五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
一
四
度
〇
九
分
〇
七
秒　
　
　

一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
九
度
一
八
分
〇
一
秒　
　
　

四
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
三
度
五
一
分
一
四
秒　
　
　

七
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
一
度
一
六
分
〇
九
秒　
　
　

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
八
度
二
二
分
〇
六
秒　
　
　

八
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
六
度
三
八
分
二
五
秒　
　
　

八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
四
度
二
〇
分
一
二
秒　
　
　

四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
二
度
二
六
分
四
八
秒　
　
　

八
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

一
五
度
三
七
分
四
七
秒　
　
　

〇
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
三
度
〇
一
分
三
八
秒　
　
　

一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
四
度
四
二
分
五
〇
秒　
　
　

〇
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
四
度
二
二
分
三
〇
秒　
　
　

二
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
七
四
度
四
五
分
五
一
秒　
　
　

一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
八
三
度
二
二
分
四
八
秒　
　
　

二
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
八
七
度
〇
五
分
一
〇
秒　
　
　

〇
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
九
六
度
五
一
分
五
〇
秒　
　
　

二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
四
〇
度
〇
〇
分
五
六
秒　
　
　

二
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
三
六
度
〇
七
分
一
一
秒　
　
　

三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
二
〇
度
五
七
分
五
二
秒　
　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
二
二
度
二
三
分
二
一
秒　
　
　

一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
一
二
度
〇
九
分
五
七
秒　
　
　

〇
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
一
二
度
一
二
分
二
七
秒　
　

一
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
三
分
二
九
秒　
　

二
〇
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
八
度
二
七
分
四
八
秒　
　
　

〇
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
一
一
度
五
〇
分
二
八
秒　
　
　

五
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
五
二
度
〇
三
分
〇
九
秒　
　
　

〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
四
度
二
九
分
三
四
秒　
　
　

八
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
四
度
五
〇
分
二
五
秒　
　
　

九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
〇
分
〇
七
秒　
　
　

二
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
二
度
三
九
分
二
五
秒　
　
　

四
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
四
度
三
八
分
三
九
秒　
　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
一
七
秒　
　
　

五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
二
五
秒　
　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
八
度
〇
八
分
〇
六
秒　
　
　

六
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
九
度
三
四
分
五
七
秒　
　
　

一
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
八
五
度
三
四
分
二
〇
秒　
　
　

六
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
二
一
秒　
　
　

二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

�注
 
　

座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

　
　
�
　

面
積

　
　
　
　

一
〇
三
九
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　
�
　

位
置

　
　
　
　

東
松
島
市
大
塚
字
東
三
十
九
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　

次
に
掲
げ
る�
点
か
ら　

点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び　

点
か
ら�
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

（イレ）

（イレ）

域
　

基
点　

二
級
基
準
点
北
緯
三
八
度
二
二
分
四
四
・
五
三
三
五
秒
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
五
四
・
〇
一
〇
六
秒

の
地
点

　
　
　
　
�
点　

基
点
か
ら　

一
七
三
度
三
六
分
〇
四
秒　

六
三
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

九
五
度
二
七
分
一
一
秒　
　

五
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
三
度
〇
三
分
三
二
秒　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
五
四
度
四
三
分
三
四
秒　
　

三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
五
度
四
六
分
二
二
秒　
　

二
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
四
度
二
六
分
〇
二
秒　
　

九
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
四
度
〇
一
分
二
九
秒　
　

七
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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�
点　
�
点
か
ら　

一
三
五
度
五
一
分
五
〇
秒　
　

七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
八
度
二
〇
分
〇
〇
秒　
　

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
五
〇
秒　
　

一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
三
八
秒　
　

四
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
〇
七
度
二
六
分
三
八
秒　
　

〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
四
分
三
七
秒　
　

六
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
三
七
分
四
六
秒　
　

八
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
五
七
分
五
〇
秒　
　

〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
二
分
〇
八
秒　
　

七
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
三
八
分
〇
五
秒　
　

七
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
一
八
分
四
二
秒　
　

五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
一
四
度
〇
九
分
〇
七
秒　
　

一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
九
度
一
八
分
〇
一
秒　
　

四
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
三
度
五
一
分
一
四
秒　
　

七
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
一
度
一
六
分
〇
九
秒　
　

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
八
度
二
二
分
〇
六
秒　
　

八
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
六
度
三
八
分
二
五
秒　
　

八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
四
度
二
〇
分
一
二
秒　
　

四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
二
度
二
六
分
四
八
秒　
　

八
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

一
五
度
三
七
分
四
七
秒　
　

〇
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
三
度
〇
一
分
三
八
秒　
　

一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
四
度
四
二
分
五
〇
秒　
　

〇
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
四
度
二
二
分
三
〇
秒　
　

二
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
七
四
度
四
五
分
五
一
秒　
　

一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
八
三
度
二
二
分
四
八
秒　
　

二
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
八
七
度
〇
五
分
一
〇
秒　
　

〇
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
九
六
度
五
一
分
五
〇
秒　
　

二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
四
〇
度
〇
〇
分
五
六
秒　
　

二
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
三
六
度
〇
七
分
一
一
秒　
　

三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
二
〇
度
五
七
分
五
二
秒　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
二
二
度
二
三
分
二
一
秒　
　

一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
一
二
度
〇
九
分
五
七
秒　
　

〇
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
一
二
度
一
二
分
二
七
秒　

一
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
三
分
二
九
秒　

二
〇
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
八
度
二
七
分
四
八
秒　
　

〇
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
一
一
度
五
〇
分
二
八
秒　
　

五
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
五
二
度
〇
三
分
〇
九
秒　
　

〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
四
度
二
九
分
三
四
秒　
　

八
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
四
度
五
〇
分
二
五
秒　
　

九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
〇
分
〇
七
秒　
　

二
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
二
度
三
九
分
二
五
秒　
　

四
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
　

点　
�
点
か
ら　

二
九
四
度
三
八
分
三
九
秒　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イイ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
一
七
秒　
　

五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イロ）

（イイ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
二
五
秒　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イハ）

（イロ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
八
度
〇
八
分
〇
六
秒　
　

六
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イニ）

（イハ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

三
〇
九
度
三
四
分
五
七
秒　
　

一
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イホ）

（イニ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
八
五
度
三
四
分
二
〇
秒　
　

六
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イヘ）

（イホ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
二
一
秒　
　

二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イト）

（イヘ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
三
〇
秒　
　

〇
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イチ）

（イト）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
二
八
秒　
　

四
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イリ）

（イチ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
三
六
秒　
　

六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イヌ）

（イリ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
五
度
四
一
分
一
〇
秒　
　

四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イル）

（イヌ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
六
度
〇
九
分
三
八
秒　
　

五
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イヲ）

（イル）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
三
度
二
四
分
四
一
秒　
　

四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イワ）

（イヲ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
九
度
〇
七
分
〇
九
秒　
　

五
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イカ）

（イワ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
八
七
度
〇
七
分
一
二
秒　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イヨ）

（イカ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
五
度
五
七
分
五
一
秒　
　

一
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イタ）

（イヨ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
五
度
五
八
分
一
四
秒　
　

五
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イレ）

（イタ）

　
　
　
　

�注
 
　

座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

　
　
�
　

面
積

　
　
　
　

一
九
二
四
・
一
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途
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鉄
道
用
地

五　

縦
覧
の
期
間

　
　

告
示
の
日
か
ら
三
週
間

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
免
許
出
願
が
あ
っ

た
。

　

な
お
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
願
書
及
び
関
係
図
書
の
縦
覧
は
、
宮
城
県
土
木
部
河
川
課
及
び
宮
城
県

東
部
土
木
事
務
所
で
行
う
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

出
願
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
二
日

二　

出
願
人
の
名
称

　
　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
代
表
理
事
理
事
長　

阿
部　

力
太
郎

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　
�
　

位
置

　
　
　
　

東
松
島
市
大
塚
字
東
三
十
九
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　

次
に
掲
げ
る�
点
か
ら�
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び�
点
か
ら�
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
　

基
点　

二
級
基
準
点
北
緯
三
八
度
二
二
分
四
四
・
五
三
三
五
秒
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
五
四
・
〇
一
〇
六
秒

の
地
点

　
　
　
　
�
点　

基
点
か
ら　

一
六
三
度
〇
八
分
三
三
秒　

六
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
三
度
〇
三
分
三
二
秒　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
五
四
度
四
三
分
三
四
秒　
　

三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
五
度
四
六
分
二
二
秒　
　

二
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
四
度
二
六
分
〇
二
秒　
　

九
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
四
度
〇
一
分
二
九
秒　
　

七
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
五
度
五
一
分
五
〇
秒　
　

七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
八
度
二
〇
分
〇
〇
秒　
　

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
五
〇
秒　
　

一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
〇
三
度
〇
〇
分
〇
一
秒　

一
五
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
三
〇
秒　
　

〇
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
二
八
秒　
　

四
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
三
六
秒　
　

六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
五
度
四
一
分
一
〇
秒　
　

四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
六
度
〇
九
分
三
八
秒　
　

五
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
三
度
二
四
分
四
一
秒　
　

四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
九
度
〇
七
分
〇
九
秒　
　

五
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
八
七
度
〇
七
分
一
二
秒　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
五
度
五
七
分
五
一
秒　
　

一
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

�注
 
　

座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

　
　
�
　

面
積　

　
　
　
　

七
三
六
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　
�
　

位
置

　
　
　
　

東
松
島
市
大
塚
字
東
三
十
九
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　

次
に
掲
げ
る�
点
か
ら　

点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び　

点
か
ら�
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

（イレ）

（イレ）

域
　

基
点　

二
級
基
準
点
北
緯
三
八
度
二
二
分
四
四
・
五
三
三
五
秒
東
経
一
四
一
度
〇
七
分
五
四
・
〇
一
〇
六
秒

の
地
点

　
　
　
　
�
点　

基
点
か
ら　

一
七
三
度
三
六
分
〇
四
秒　

六
三
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

九
五
度
二
七
分
一
一
秒　
　

五
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
三
度
〇
三
分
三
二
秒　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
五
四
度
四
三
分
三
四
秒　
　

三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
五
度
四
六
分
二
二
秒　
　

二
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
四
度
二
六
分
〇
二
秒　
　

九
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
四
度
〇
一
分
二
九
秒　
　

七
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
五
度
五
一
分
五
〇
秒　
　

七
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
八
度
二
〇
分
〇
〇
秒　
　

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
五
〇
秒　
　

一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
二
〇
分
三
八
秒　
　

四
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
〇
七
度
二
六
分
三
八
秒　
　

〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
四
分
三
七
秒　
　

六
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
三
七
分
四
六
秒　
　

八
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
五
七
分
五
〇
秒　
　

〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
〇
二
分
〇
八
秒　
　

七
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
一
度
三
八
分
〇
五
秒　
　

七
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
〇
度
一
八
分
四
二
秒　
　

五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
一
四
度
〇
九
分
〇
七
秒　
　

一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
九
度
一
八
分
〇
一
秒　
　

四
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
三
度
五
一
分
一
四
秒　
　

七
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
一
度
一
六
分
〇
九
秒　
　

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
八
度
二
二
分
〇
六
秒　
　

八
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
六
度
三
八
分
二
五
秒　
　

八
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
四
度
二
〇
分
一
二
秒　
　

四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
三
二
度
二
六
分
四
八
秒　
　

八
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

一
五
度
三
七
分
四
七
秒　
　

〇
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

四
三
度
〇
一
分
三
八
秒　
　

一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
二
四
度
四
二
分
五
〇
秒　
　

〇
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
四
四
度
二
二
分
三
〇
秒　
　

二
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
七
四
度
四
五
分
五
一
秒　
　

一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
八
三
度
二
二
分
四
八
秒　
　

二
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
八
七
度
〇
五
分
一
〇
秒　
　

〇
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
九
六
度
五
一
分
五
〇
秒　
　

二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
四
〇
度
〇
〇
分
五
六
秒　
　

二
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
三
六
度
〇
七
分
一
一
秒　
　

三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
二
〇
度
五
七
分
五
二
秒　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
二
二
度
二
三
分
二
一
秒　
　

一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
一
二
度
〇
九
分
五
七
秒　
　

〇
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
一
二
度
一
二
分
二
七
秒　

一
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
三
分
二
九
秒　

二
〇
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

三
八
度
二
七
分
四
八
秒　
　

〇
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
一
一
度
五
〇
分
二
八
秒　
　

五
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
五
二
度
〇
三
分
〇
九
秒　
　

〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
四
度
二
九
分
三
四
秒　
　

八
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
四
度
五
〇
分
二
五
秒　
　

九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
九
度
一
〇
分
〇
七
秒　
　

二
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

三
〇
二
度
三
九
分
二
五
秒　
　

四
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
　

点　
�
点
か
ら　

二
九
四
度
三
八
分
三
九
秒　
　

一
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イイ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
一
七
秒　
　

五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イロ）

（イイ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

三
〇
二
度
〇
六
分
二
五
秒　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イハ）

（イロ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
八
度
〇
八
分
〇
六
秒　
　

六
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イニ）

（イハ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

三
〇
九
度
三
四
分
五
七
秒　
　

一
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イホ）

（イニ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
八
五
度
三
四
分
二
〇
秒　
　

六
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イヘ）

（イホ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
二
一
秒　
　

二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イト）

（イヘ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
三
〇
秒　
　

〇
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イチ）

（イト）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
八
度
二
二
分
二
八
秒　
　

四
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イリ）

（イチ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
八
度
二
三
分
三
六
秒　
　

六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イヌ）

（イリ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
五
度
四
一
分
一
〇
秒　
　

四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イル）

（イヌ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
六
度
〇
九
分
三
八
秒　
　

五
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イヲ）

（イル）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
三
度
二
四
分
四
一
秒　
　

四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イワ）

（イヲ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
九
度
〇
七
分
〇
九
秒　
　

五
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イカ）

（イワ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
八
七
度
〇
七
分
一
二
秒　
　

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イヨ）

（イカ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
五
度
五
七
分
五
一
秒　
　

一
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イタ）

（イヨ）

　
　
　
　
　

点　
　

点
か
ら　

二
九
五
度
五
八
分
一
四
秒　
　

五
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（イレ）

（イタ）

　
　
　
　

�注
 
　

座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。

　
　
�
　

面
積　

　
　
　
　

一
九
二
四
・
一
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

漁
業
施
設
用
地

五　

縦
覧
の
期
間
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告
示
の
日
か
ら
三
週
間

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
号

　

塩
竈
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

塩
竈
市
北
浜
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。　

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
六
・
一
八
〇
号
駅
前
南
通
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
す
る
部
分

　
　
　

岩
沼
市
館
下
一
丁
目
の
一
部

　

２　

廃
止
す
る
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
二
・
一
号
河
南
石
巻
工
業
港
線

　
　
　
　
　
　

三
・
二
・
二
号
門
脇
流
留
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
一
〇
号
新
橋
双
葉
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
一
六
号
石
巻
駅
本
草
園
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
一
七
号
門
脇
稲
井
線

　
　
　
　
　
　

三
・
二
・
一
八
号
南
光
門
脇
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
一
一
三
号
矢
本
大
曲
線

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

石
巻
市
双
葉
町
、
大
街
道
東
二
丁
目
、
門
脇
字
元
明
神
、
同
字
明
神
、
同
字
捨
喰
、
同
字
浦
屋
敷
、
中
屋
敷
二

丁
目
、
新
館
二
丁
目
、
中
浦
二
丁
目
、
三
ツ
股
四
丁
目
、
三
ツ
股
三
丁
目
、
築
山
三
丁
目
、
築
山
四
丁
目
、
大
街

道
南
四
丁
目
、
大
街
道
南
三
丁
目
、
大
街
道
東
三
丁
目
、
南
光
町
二
丁
目
、
南
光
町
一
丁
目
、
門
脇
町
五
丁
目
、

南
浜
町
四
丁
目
、
南
浜
町
三
丁
目
、
雲
雀
野
町
一
丁
目
、
宜
山
町
、
門
脇
町
四
丁
目
、
門
脇
町
三
丁
目
の
各
一
部

　

東
松
島
市
矢
本
字
一
本
杉
、
同
字
中
田
、
同
字
新
沼
、
同
字
南
浦
、
同
字
蜂
谷
浦
、
同
字
関
の
内
、
大
曲
字
横

沼
、
同
字
新
田
の
各
一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

石
巻
市
双
葉
町
、
南
光
町
二
丁
目
、
門
脇
字
元
明
神
、
同
字
元
捨
喰
、
同
字
捨
喰
、
同
字
浦
屋
敷
、
中
屋
敷
一

丁
目
、
新
館
三
丁
目
、
新
館
一
丁
目
、
中
浦
二
丁
目
、
三
ツ
股
二
丁
目
、
築
山
一
丁
目
、
築
山
二
丁
目
、
大
街
道

南
四
丁
目
、
大
街
道
南
二
丁
目
、
大
街
道
東
三
丁
目
、
大
街
道
東
二
丁
目
、
宜
山
町
、
南
光
一
丁
目
、
南
浜
四
丁

目
、
雲
雀
野
町
一
丁
目
、
門
脇
五
丁
目
、
門
脇
三
丁
目
の
各
一
部

　

東
松
島
市
矢
本
字
一
本
杉
、
同
字
中
田
、
同
字
新
沼
、
同
字
南
浦
、
同
字
蜂
谷
浦
、
同
字
関
の
内
、
大
曲
字
横

沼
、
同
字
新
沼
、
同
字
堺
堀
、
同
字
西
田
、
同
字
寺
前
、
同
字
寺
沼
、
同
字
上
納
南
、
同
字
上
納
、
同
字
関
の
内
、

赤
井
字
鷲
塚
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
石
巻
市
役
所
（
震
災
復
興
部
基
盤
整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
（
復
興

政
策
部
復
興
都
市
計
画
課
）
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四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
一
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
五
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
ネ
ク
サ
ス
コ
ー
ト
泉
中
央
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
抱
優
館
八
乙
女　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
泉
区
上
谷
刈
字
向
原
三
番
地
の
三
十

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
六
号

　

第
四
十
六
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
い
て
、
宮
城
県
内
の
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
関
し
、
政
見
放
送
及
び

経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
届
出
政
党
が

政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
候
補
者
届
出
政
党
一
政
党
当
た
り
の
政
見
放
送
の
回
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
石
巻
市
網
地
島
濤
波
岐

崎
正
東
の
線
以
北
の
宮
城
県
地
先
海
面
（
共
同
漁
業
権
区
域
を
除
く
。
以
下
「
規
制
区
域
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
、

二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
を
使
用
し
て
行
う
ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
（
以
下
「
ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
」
と
い

う
。）
の
操
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

二　

操
業
区
域

　
　

石
巻
市
網
地
島
濤
波
岐
崎
正
東
の
線
以
北
の
宮
城
県
地
先
海
面

三　

操
業
期
間
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
小
松
字
稔
田
百
十
二
番
一

　

神
奈
川
県
横
浜
市
旭
区
二
俣
川
二
丁
目
八
十
五
番
地
二

 

株
式
会
社
矢
部
プ
ロ
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ

宮
城
県
に
お
け
る

候
補
者
届
出
政
党
の

届
出
候
補
者
数

一
人
又
は
二
人
の
場

合三
人
か
ら
五
人
ま
で

の
場
合

六
人
の
場
合

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

基
幹
放
送
事
業
者
名

株
式
会
社
仙
台
放
送

株
式
会
社
宮
城
テ
レ
ビ
放
送

株
式
会
社
仙
台
放
送

株
式
会
社
宮
城
テ
レ
ビ
放
送

株
式
会
社
仙
台
放
送

株
式
会
社
宮
城
テ
レ
ビ
放
送

東
北
放
送
株
式
会
社

株
式
会
社
東
日
本
放
送

回　

数
一一一一一一一一

ラ

ジ

オ

放

送

基
幹
放
送
事
業
者
名

東
北
放
送
株
式
会
社

東
北
放
送
株
式
会
社

回　

数
一二



　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四　

操
業
の
届
出

　

規
制
区
域
に
お
い
て
ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
漁
船
ご
と
に
、
別
紙
ま
だ

ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
操
業
事
務
取
扱
要
領
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委

員
会
」
と
い
う
。）
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五　

操
業
の
条
件
及
び
制
限

１　

四
の
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
者
」
と
い
う
。）
は
、
操
業
す
る
際
、
委
員
会
が
交
付
す
る
届
出
を
受
理

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
漁
船
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

届
出
者
は
、
操
業
期
間
中
、
別
に
定
め
る
標
識
を
漁
船
の
船
橋
の
両
側
又
は
両
舷
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

操
業
方
法
は
、
朝
さ
し
網
（
お
お
む
ね
午
前
四
時
に
投
網
し
、
午
前
七
時
に
揚
網
を
開
始
す
る
操
業
方
法
）
又

は
留
さ
し
網
（
朝
さ
し
網
以
外
の
操
業
方
法
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
操
業
期
間
内
に
お
い
て
は
、
朝
さ

し
網
と
留
さ
し
網
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
操
業
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４　

漁
具
を
敷
設
し
て
い
る
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
周
辺
海
域
に
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
沖
合
底

び
き
網
漁
業
禁
止
ラ
イ
ン
よ
り
岸
側
に
敷
設
す
る
場
合
及
び
他
種
漁
業
を
営
む
者
と
の
間
で
事
前
に
調
整
が
な
さ

れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

５　

漁
具
の
両
端
に
は
、
宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号
）
第
五
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
標
識
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

操
業
期
間
終
了
後
は
、
一
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

届
出
者
は
、
当
該
漁
業
者
間
で
協
議
し
、
操
業
ル
ー
ル
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
定
め
ら
れ
た
操
業

ル
ー
ル
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
別
紙
）

　
　
　

ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
操
業
事
務
取
扱
要
領

　

（
操
業
の
届
出
及
び
変
更
の
届
出
）

第
一　

ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
の
制
限
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
号
。
以
下
「
委

員
会
指
示
」
と
い
う
。）
四
の
届
出
（
以
下
「
届
出
」
と
い
う
。）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網

漁
業
操
業
届
出
書
（
様
式
第
一
号
。
以
下
「
操
業
届
出
書
」
と
い
う
。）
を
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
仙
台
市

青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
農
林
水
産
部
水
産
業
振
興
課
内
。
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
者
」
と
い
う
。）
は
、
操
業
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
変
更
届
出
書
（
様
式
第
二
号
。
以
下
「
変
更
届
出
書
」
と
い
う
。）
を
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

操
業
届
出
書
及
び
変
更
届
出
書
は
、
届
出
者
の
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
が
取
り
ま
と
め
、
ま
だ
ら
固
定
式
さ
し

網
漁
業
操
業
届
出
一
覧
表
（
様
式
第
三
号
）
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
届
出
書
の
受
理
）

第
二　

操
業
届
出
書
及
び
変
更
届
出
書
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令

に
抵
触
し
な
い
場
合
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
受
理
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
届
出
済
証
の
交
付
）

第
三　

委
員
会
は
、
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
届
出
者
の
住
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方

振
興
事
務
所
（
以
下
「
地
方
振
興
事
務
所
」
と
い
う
。）
を
通
じ
、
漁
船
（
漁
ろ
う
装
置
及
び
漁
網
を
含
む
。）
を
確

認
の
上
、
届
出
を
受
理
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
届
出
済
証
」
と
い
う
。）
を
届
出
者
に
交
付
す
る
。

２　

届
出
済
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
地
方
振
興
事
務
所
に
連
絡
の
上
、
そ
の
指
示
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
船
体
の
標
識
）

第
四　

委
員
会
指
示
五
の
２
で
別
に
定
め
る
標
識
は
、
様
式
第
四
号
と
す
る
。

　

（
漁
獲
成
績
報
告
書
）

第
五　

委
員
会
指
示
五
の
６
の
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
様
式
第
五
号
と
す
る
。

２　

前
項
の
漁
獲
成
績
報
告
書
に
は
、
操
業
期
間
中
に
宮
城
県
内
の
地
方
卸
売
市
場
に
水
揚
げ
し
た
実
績
を
確
認
で
き

る
書
類
（
水
揚
仕
切
書
等
の
写
し
）
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
操
業
届
出
書
等
の
経
由
）

第
六　

操
業
届
出
書
、
変
更
届
出
書
及
び
第
五
の
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
地
方
振
興
事
務
所
を
経
由
し
て
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

 

第2411号　平成24年11月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）



（13）　 平成24年11月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2411号　　 
（
様
式
第
１
号
）

 
ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
操
業
届
出
書

 
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
     　

　
　
　
　
　
                      印

　

　
ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
を
操
業
し
た
い
の
で
，
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
操
業
期
間
　
　
　
平
成
25年

１
月
１
日
か
ら
同
年
２
月
28日

ま
で

　
２
　
操
業
区
域
　
　
　
石
巻
市
網
地
島
濤
波
岐
崎
正
東
の
線
以
北
の
宮
城
県
地
先
海
面
。
た
だ
し
，
共
同
漁
業
権
区

域
を
除
く
。

３
　
使
用
船
舶

　
�
　
船
　
　
　
　
名

　
�
　
漁
船
登
録
番
号

　
�
　
総
ト
ン
数

　
�
　
推
進
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数

　
�
　
無
線
の
有
無

 

４
　
漁
具
の
規
模

　
　
　
　
　
�
　
×
　
　
　
　
　
張
り
　
＝
　
　
　
　
　
�

　
　
　
　
　
�
　
×
　
　
　
　
　
張
り
　
＝
　
　
　
　
　
�

　
　
　
　
　
�
　
×
　
　
　
　
　
張
り
　
＝
　
　
　
　
　
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
合
計
　
　
　
　
張
り
　
　
　
　
　
　
　
�

５
　
届
出
理
由

　
 

　
　

　
※
　
以
下
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
届
出
番
号
　
　
宮
ま
だ
ら
固
　
第
　
　
　
　
　
号

こ
の
届
出
を
受
理
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
長
　
　
畠
　
　
山
　
　
喜
　
　
勝
　
　
印

 
（
Ａ
４
縦
）

（
様
式
第
２
号
）

ま
だ
ら
固
定
式
さ
し
網
漁
業
変
更
届
出
書

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

 
住
　
　
所

 
氏
　
　
名
 

印
　

　
先
に
届
出
し
た
内
容
に
つ
い
て
，
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

記

　
１
　
届
出
済
証
番
号
　
　
宮
ま
だ
ら
固
　
第
　
　
　
　
　
号

　
２
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
３
　
変
更
の
内
容

 

　
４
　
変
更
の
理
由

 

（
Ａ
４
縦
）

変
　
　
　
更
　
　
　
後

変
　
　
　
更
　
　
　
前

項
　
目



 

第2411号　平成24年11月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）

（様式第３号）
まだら固定式さし網漁業操業届出一覧表

 平成　　年　　月　　日　　
　　　宮城海区漁業調整委員会会長　殿
 　　　漁業協同組合　代表理事組合長（　　　　　支所運営委員長）　 印　　

　※印の欄は記載しないでください。 （Ａ４横）

届出者氏名届出者住所推進機関の種類
及 び 馬 力 数総トン数漁船登録番号船　　名一連番号※届出番号

（
様
式
第
４
号
）

１
　
文
字
及
び
数
字
（
届
出
済
証
番
号
）
の
大
き
さ
は
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
，
太
さ
は
1.5セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

２
　
文
字
，
数
字
（
届
出
済
証
番
号
）
及
び
枠
は
，
朱
色
と
す
る
こ
と
。

３
　
〇
印
に
は
，
所
属
漁
協
（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
，
所
属
支
所
）
の
頭
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。

宮
ま
だ
ら
固
　
第
　
　
　
号
〇



 

 

（15）　 平成24年11月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2411号　　 

（様式第５号）
まだら固定式さし網漁業漁獲成績報告書

 №　　　　　　

 提出年月日：　　　　年　　月　　日　　

　　宮城海区漁業調整委員会会長　殿

　宮まだら固第　　　　　　　　　　号承認証番号所属漁協名

船 名印　氏 名

人　　　　乗 組 員目　合：　　　寸　　　　分（　　　�）
刺網の規模

総延長：　　　ｍ・使用反数：　　　　反

平成　　　　年　　　　月分

操業方法
（いずれかに〇印をする）

金　　額
（千円）※税抜き

尾　数
（尾）

数　量
（�）

水　深
（ｍ）

漁場
番号

日

朝さし網　 ・　留さし網１

朝さし網　 ・　留さし網２

朝さし網　 ・　留さし網３

朝さし網　 ・　留さし網４

朝さし網　 ・　留さし網５

朝さし網　 ・　留さし網６

朝さし網　 ・　留さし網７

朝さし網　 ・　留さし網８

朝さし網　 ・　留さし網９

朝さし網　 ・　留さし網10

旬計

朝さし網　 ・　留さし網11

朝さし網　 ・　留さし網12

朝さし網　 ・　留さし網13

朝さし網　 ・　留さし網14

朝さし網　 ・　留さし網15

朝さし網　 ・　留さし網16

朝さし網　 ・　留さし網17

朝さし網　 ・　留さし網18

朝さし網　 ・　留さし網19

朝さし網　 ・　留さし網20

旬計

朝さし網　 ・　留さし網21

朝さし網　 ・　留さし網22

朝さし網　 ・　留さし網23

朝さし網　 ・　留さし網24

朝さし網　 ・　留さし網25

朝さし網　 ・　留さし網26

朝さし網　 ・　留さし網27

朝さし網　 ・　留さし網28

朝さし網　 ・　留さし網29

朝さし網　 ・　留さし網30

朝さし網　 ・　留さし網31

旬計

合計

（Ａ４縦）



〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
金
華
山
山
頂
真
南
の
線

以
西
の
仙
台
湾
（
共
同
漁
業
権
区
域
を
除
く
。）
に
お
け
る
流
し
網
漁
業
、
は
え
な
わ
漁
業
及
び
は
も
ど
う
漁
業
の
操

業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

二　

操
業
の
届
出

　

流
し
網
漁
業
、
は
え
な
わ
漁
業
及
び
は
も
ど
う
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
漁
船
ご
と
に
、
宮
城
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
届
出
（
様
式
第
一
号
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

届
出
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
委
員
会
に
届
出
（
様
式
第
二
号
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

三　

操
業
の
条
件
及
び
制
限

１　

流
し
網
漁
業
、
は
え
な
わ
漁
業
及
び
は
も
ど
う
漁
業
の
届
出
を
必
要
と
す
る
業
種
の
操
業
は
、
次
の
と
お
り
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

流
し
網
漁
業
、
は
え
な
わ
漁
業
及
び
は
も
ど
う
漁
業
の
漁
具
の
敷
設
時
間
は
、
原
則
と
し
て
日
没
か
ら
日
の

出
ま
で
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
流
し
網
漁
業
及
び
は
え
な
わ
漁
業
の
漁
具
の
敷
設
深
度
は
、
航
行
船
の
安
全
が
十
分
確
保
で
き
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
�
　

漁
具
の
標
識

　

宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号
）
第
五
十
七
条
の
規
定
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２　

着
業
状
況
報
告
書
の
提
出
の
義
務

　

二
に
よ
る
着
業
の
届
出
を
し
た
者
は
、
操
業
し
た
漁
業
ご
と
に
着
業
状
況
報
告
書
（
様
式
第
三
号
、
様
式
第
四

号
又
は
様
式
第
五
号
）
を
操
業
期
間
終
了
後
速
や
か
に
、
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第2411号　平成24年11月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （16）

様式第１号

流し網，はえなわ，はもどう漁業着業届出書

 年　　月　　日　　　

　　　宮城海区漁業調整委員会会長　殿

 漁業協同組合（又は届出者）　 　　　　　　　�　　

　　下記のとおり，流し網，はえなわ，はもどう漁業の着業をするので届け出ます。

　　※着業業種の欄には，着業する業種（漁業）に〇印を記入する。

 （Ａ４横）

着　業　業　種届　　　出　　　者
操 業
時 期

推進機関の種類
及 び 馬 力 数総トン数漁船登録番号船 名一連

番号
はもどうはえなわ流し網氏　　名住　　　所



（17）　 平成24年11月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2411号　　 
様
式
第
２
号

流
し
網
，
は
え
な
わ
，
は
も
ど
う
漁
業
変
更
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　

　
　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
　
先
に
届
出
し
た
内
容
に
つ
い
て
，
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

記

　
１
　
船
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
（
漁
船
登
録
番
号
　
　
－
　
　
　
　
）

　
２
　
届
出
し
た
着
業
業
種
　
流
し
網
，
は
え
な
わ
，
は
も
ど
う

　
　
　
（
※
届
出
し
て
い
る
業
種
（
漁
業
）
に
〇
印
を
記
入
す
る
。）

　
３
　
変
更
の
内
容

　
４
　
変
更
の
理
由

 
（
Ａ
４
縦
）

変
　
　
更
　
　
後

変
　
　
更
　
　
前

項
　
目

様
式
第
３
号

流
し
網
漁
業
着
業
状
況
報
告
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　

　
　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
　
下
記
の
と
お
り
，
着
業
し
ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。

　
１
　
操
業
状
況

　
２
　
操
業
に
要
し
た
所
要
経
費

　
※
所
要
経
費
欄
に
は
，
操
業
期
間
中
に
要
し
た
経
費
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
人
件
費
に
つ
い
て
も
，
な
る
べ
く
正

確
に
記
入
し
て
下
さ
い
。
家
族
の
分
の
人
件
費
が
計
算
で
き
な
い
場
合
は
，
欄
外
に
「
乗
組
員
〇
〇
人
の
う
ち

家
族
×
×
人
の
人
件
費
は
含
ま
な
い
」
等
と
記
入
し
て
下
さ
い
。

 
（
Ａ
４
縦
）

人
　
　
　

乗
組
員
数

所
属
漁
協
名

目
合
：
　
　
 寸
　
　
 分
（
　
　
　
�
）

流
し
網

の
規
　
模

船
名

１
張
り
当
た
り
の
総
延
長

 
：
　
　
ｍ
　

　
　
　
－

漁
船
登
録
番
号

１
張
り
当
た
り
の
使
用
反
数
：
　
　
反
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

総
 
ト
 
 ン
 
数

総
使
用
張
り
数

 
：
　
　
張
り

（
※
何
張
り
敷
設
し
て
い
る
か
記
入
す
る
。）

式
馬
力
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

推
進
機
関
の
種

類
及
び
馬
力
数

金
額
（
円
）

主
 な
 魚
 種
 別
 漁
 獲
 量
 （
�
）

操
業
日
数

月
計

そ
の
他

１２３４５６７８９101112計

経
費
合
計

（
千
円
）

経
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
費
　
（
千
円
）

（
　
　
　
　
　
）

そ
の
他（
　
　
）

人
　
件
　
費

燃
　
料
　
費

漁
　
具
　
費



第2411号　平成24年11月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （18）
様
式
第
４
号

は
え
な
わ
漁
業
着
業
状
況
報
告
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　

　
　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
　
下
記
の
と
お
り
，
着
業
し
ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。

　
１
　
操
業
状
況

　
２
　
操
業
に
要
し
た
所
要
経
費

※
所
要
経
費
欄
に
は
，
操
業
期
間
中
に
要
し
た
経
費
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
人
件
費
に
つ
い
て
も
，
な
る
べ
く
正

確
に
記
入
し
て
下
さ
い
。
家
族
の
分
の
人
件
費
が
計
算
で
き
な
い
場
合
は
，
欄
外
に
「
乗
組
員
〇
〇
人
の
う
ち

家
族
×
×
人
の
人
件
費
は
含
ま
な
い
」
等
と
記
入
し
て
下
さ
い
。

 
（
Ａ
４
縦
）

人
　
　
　

乗
組
員
数

所
属
漁
協
名

１
張
り
当
た
り
の
総
延
長

 
：
　
　
ｍ
　

は
え
な
わ

の
規

模

船
名

１
張
り
当
た
り
の
使
用
針
数
：
　
　
本
　

　
　
　
－

漁
船
登
録
番
号

総
使
用
張
り
数

 
：
　
　
張
り

（
※
何
張
り
敷
設
し
て
い
る
か
記
入
す
る
。）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

総
 
ト
 
 ン
 
数

式
馬
力
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

推
進
機
関
の
種

類
及
び
馬
力
数

金
額
（
円
）

主
 な
 魚
 種
 別
 漁
 獲
 量
 （
�
）

操
業
日
数

月
計

そ
の
他

１２３４５６７８９101112計

経
費
合
計

（
千
円
）

経
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
費
　
（
千
円
）

（
　
　
　
　
　
）

そ
の
他（
　
　
）

人
　
件
　
費

燃
　
料
　
費

漁
　
具
　
費

様
式
第
５
号

は
も
ど
う
漁
業
着
業
状
況
報
告
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　

　
　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
　
下
記
の
と
お
り
，
着
業
し
ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。

　
１
　
操
業
状
況

　
２
　
操
業
に
要
し
た
所
要
経
費

※
所
要
経
費
欄
に
は
，
操
業
期
間
中
に
要
し
た
経
費
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
人
件
費
に
つ
い
て
も
，
な
る
べ
く
正

確
に
記
入
し
て
下
さ
い
。
家
族
の
分
の
人
件
費
が
計
算
で
き
な
い
場
合
は
，
欄
外
に
「
乗
組
員
〇
〇
人
の
う
ち

家
族
×
×
人
の
人
件
費
は
含
ま
な
い
」
等
と
記
入
し
て
下
さ
い
。

 
（
Ａ
４
縦
）

人
　
　
　

乗
組
員
数

所
属
漁
協
名

１
張
り
当
た
り
の
総
延
長

 
：
　
　
ｍ
　

は
も
ど
う

の
規

模

船
名

１
張
り
当
た
り
の
使
用
ど
う
数

 
：
　
　
個
　

　
　
　
－

漁
船
登
録
番
号

総
使
用
張
り
数

 
：
　
　
張
り

（
※
何
張
り
敷
設
し
て
い
る
か
記
入
す
る
。）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

総
 
ト
 
 ン
 
数

式
馬
力
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

推
進
機
関
の
種

類
及
び
馬
力
数

金
額
（
円
）

主
 な
 魚
 種
 別
 漁
 獲
 量
 （
�
）

操
業
日
数

月
計

ま
あ
な
ご

１２３４５６７８９101112計

経
費
合
計

（
千
円
）

経
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
費
　
（
千
円
）

（
　
　
　
　
　
）

そ
の
他（
　
　
）

人
　
件
　
費

燃
　
料
　
費

漁
　
具
　
費



〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
六
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
湾
に
お
け
る
水
産

動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日
ま
で

二　

制
限
の
内
容

　

次
の
表
に
示
す
保
護
区
域
に
お
い
て
は
、
全
て
の
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
宮
城
県
漁

業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
許
可
を
受

け
た
者
及
び
試
験
研
究
機
関
が
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
八
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

公
聴
会
の
開
催
日
時
及
び
開
催
場
所
並
び
に
関
係
者
の
範
囲

二　

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件

　
　

漁
業
法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
区
画
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等
の
事
前
決
定
に
つ
い
て

（19）　 平成24年11月27日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2411号　　 

保
護
区
域
名

仙
台
湾
Ａ
区
域

仙
台
湾
Ｂ
区
域

仙
台
湾
Ｃ
区
域

仙
台
湾
Ｄ
区
域

保
護
区
域
（
表
示
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。）

次
の
点
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
ア
の
各
点
を
順
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
ア　

北
緯
三
十
八
度
十
六
・
九
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
三
・
一
〇
分

点
イ　

北
緯
三
十
八
度
十
六
・
六
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
四
・
三
六
分

点
ウ　

北
緯
三
十
八
度
十
五
・
六
三
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
四
・
〇
〇
分

点
エ　

北
緯
三
十
八
度
十
五
・
九
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
二
・
八
〇
分

次
の
点
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
ア
の
各
点
を
順
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
ア　

北
緯
三
十
八
度
十
一
・
八
九
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
三
・
八
六
分

点
イ　

北
緯
三
十
八
度
十
一
・
四
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
五
・
六
二
分

点
ウ　

北
緯
三
十
八
度
十
・
四
七
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
五
・
二
九
分

点
エ　

北
緯
三
十
八
度
十
・
九
二
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
三
・
四
八
分

次
の
点
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
ア
の
各
点
を
順
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
ア　

北
緯
三
十
八
度
〇
八
・
〇
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
〇
四
・
一
六
分

点
イ　

北
緯
三
十
八
度
〇
七
・
四
二
分
、
東
経
百
四
十
一
度
〇
六
・
五
九
分

点
ウ　

北
緯
三
十
八
度
〇
五
・
五
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
〇
五
・
八
四
分

点
エ　

北
緯
三
十
八
度
〇
六
・
一
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
〇
三
・
四
一
分

次
の
点
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
ア
の
各
点
を
順
に
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
ア　

北
緯
三
十
八
度
十
八
・
五
八
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
五
・
六
〇
分

点
イ　

北
緯
三
十
八
度
十
七
・
三
五
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
七
・
六
二
分

点
ウ　

北
緯
三
十
八
度
十
五
・
八
〇
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
六
・
二
一
分

点
エ　

北
緯
三
十
八
度
十
六
・
九
八
分
、
東
経
百
四
十
一
度
十
四
・
二
一
分

開

催

日

時

 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

　

午
後
二
時
か
ら

　

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

開

催

場

所

 

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三－

八－

一

宮
城
県
庁
行
政
庁
舎
十
六
階

一
六
〇
一
会
議
室

関
係
者
の
範
囲

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

利
害
関
係
者


